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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の横材と、一対の縦材と、前記一対の横材と縦材によって形成される矩形内に設け
られる円形の筋交いとを備える耐震ユニットであって、前記一対の横材と縦材には前記円
形の筋交いの一部を収容可能な案内溝を形成し、この案内溝の前記横材又は前記縦材の表
面からの深さは、前記円形の筋交いの円弧部を完全に収容してもなお余裕がある深さであ
ることを特徴とする耐震ユニット。
【請求項２】
　前記円形の筋交いが前記案内溝から外れることを防止するための固定具を備えることを
特徴とする請求項１記載の耐震ユニット。
【請求項３】
　建物を構成する面を構築する際に、水平方向に設置される一対の横材と垂直方向に設置
される一対の縦材にそれぞれ予め円形の筋交いを収容可能に案内溝を形成しておき、この
案内溝の前記横材又は前記縦材の表面からの深さは、前記円形の筋交いの円弧部を完全に
収容してもなお余裕がある深さとして、前記横材と縦材を組み立てる際に前記案内溝に前
記円形の筋交いの一部を前記案内溝に組み入れることを特徴とする耐震建築工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は木造軸組工法、ツーバイフォー工法（以下、２×４工法という。）あるいは鉄
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骨プレハブ工法などにおいて適用可能であり、耐震性に優れる円形筋交いを用いた耐震ユ
ニット及び耐震建築工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、地震が多いわが国においてはビルや住宅に対して耐震構造を強く求められて
おり、様々な工夫がなされてきた。
　例えば、日本の伝統工法である木造軸組工法においては、土台、柱、梁を縦横に組み、
柱と柱の間に筋交いと呼ばれる構造材を入れている。この筋交いは柱と梁によって形成さ
れる矩形の空間に斜めに渡される部材であり、求められる強度によって１本を斜めに入れ
たり２本を交差させて入れる。筋交いによって建築物に働く垂直荷重及び水平荷重に対す
る補強が可能であり地震時などにおける建築物の健全性を維持することができる。
　また、鉄骨プレハブ工法においても同様に柱と梁を軽量鉄骨で構成しながらブレースと
呼ばれる交差した筋交いを組み込んだ補強構造を採用して耐震性能を担保している。
【０００３】
　このように柱間に設けられる筋交いは耐震構造上、重要な部材であり従来より様々な技
術が開示されてきた。
　例えば、特許文献１には「木造軸組住宅用筋交い」として、互いに平行な２本の柱と上
下の横架材によって構成される枠構造部内に、Ｖ字型と逆Ｖ字型の部材をボルト接合され
る連結部材で連結し、Ｖ字型部材と逆Ｖ字型部材はそれぞれ上側の横架材と下側の横架材
にボルト接合される発明が開示されている。
　この発明によれば、圧縮力、引張力のいずれにも対応可能であり、地震などの大きな水
平力にも対処することが可能である。また、性能の明確な木造軸組住宅用筋交いを提供す
ることができる。
　また、特許文献２においては、「木造建造物の耐震補強構造」として、一対の柱と一対
の横架材とで形成される構造枠内において、一対の柱材の間に渡される１又は複数本の貫
材によって、１つの窓部領域と、この窓部領域の上下側における少なくとも１つの補強部
領域とを区画形成して、少なくとも１つの補強部領域内にその領域を補強する補強金具を
取り付け、前記窓部領域内に窓部材を取り付けるという発明が開示されている。
　この発明によれば、既設の木造建造物において耐震補強を行う際に、十分な壁倍率を確
保しつつ、対象の構造枠内に窓を設置することができる。
【０００４】
　以上の２文献に開示された直線的な筋交いの他、特許文献３においては、「木造建築工
法用の筋交いと該筋交いを組み入れた木造建築工法」として、長円環に形成し躯体を中空
にした丸筋交いを用いて建物の横揺による衝撃から防御して家屋の倒壊を防止する発明が
開示されている。
　この特許文献３に開示された発明では、水平方向に設けられた上側の敷げたと下側の台
輪及び垂直方向に設けられた柱によって形成される矩形の空間に、長円環の丸筋交いを嵌
め、さらに丸筋交いを固定具によって敷げた、台輪、柱にボルト止めするものである。こ
のような丸筋交いによって水兵力を受けた軸組の歪みを最小限に抑制されるものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２６６４３６号公報
【特許文献２】特開２００３－２３２１３３号公報
【特許文献３】特開２００２－３２７４９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献１及び特許文献２に開示された発明においては、柱間に
設置される筋交いは直線状で、交差するように設けられており、水平方向と鉛直方向の力
の合力として対角線方向に荷重がかかった場合には非常に強力に耐力が発揮できると考え
られるが、水平方向のみや鉛直方向のみに力が加わった場合には、対角線方向に比較する
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と補強能力が弱くなってしまう。すなわち、荷重のかかる方向によって補強能力が変化し
て、あらゆる方向からの荷重に同程度に耐力を発揮することができないという課題があっ
た。
　また、直線状の筋交いであるため、それを柱材や梁材に固定するためには固定金具など
を必要とするため、その設置工事には熟練工を必要とし、しかも時間や手間がかかってし
まうという課題があった。
【０００７】
　一方、特許文献３に開示された発明においては、丸型筋交いを採用しているため、水平
方向、鉛直方向あるいは対角線方向からの荷重に対しても略均一な耐力を発揮するが、丸
型筋交いは依然として固定金具によって固定されるものであるため、設置が容易ではなく
時間と手間がかかる他、過度な荷重がかかった場合には柱材と梁材で形成される矩形の空
間から外れてしまう可能性もあるという課題があった。
　本発明はかかる従来の事情に対処してなされたものであり、簡単な構造で安価に量産可
能で、十分な強度と耐久性を備えて安定した耐震性を発揮するとともに、設置に熟練した
技能を必要とせず簡単に設置可能で建築工期の短縮も可能な耐震ユニットと耐震建築工法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の請求項１に記載の耐震ユニットにおいては、上述の問題点を解決するため、一
対の横材と、一対の縦材と、一対の横材と縦材によって形成される矩形内に設けられる円
形の筋交いとを備える耐震ユニットであって、一対の横材と縦材には円形の筋交いの一部
を収容可能な案内溝を形成し、この案内溝の横材又は縦材の表面からの深さは、円形の筋
交いの円弧部を完全に収容してもなお余裕がある深さであることを特徴とするものである
。
　上記構成の耐震ユニットにおいて、一対の横材と縦材に形成された案内溝は、円形の筋
交いの一部を収容するように作用する。その際には円形の筋交いを固定する金具などは不
要である。収容された円形の筋交いは、一対の横材と縦材で形成された矩形の空間におい
て、水平方向、鉛直方向あるいは対角線方向にかかる荷重に対して均等に耐力を発揮して
建築物の健全性を維持する作用を有する。
【０００９】
　また、請求項２に記載の発明である耐震ユニットにおいては、請求項１記載の耐震ユニ
ットにおいて、円形の筋交いが案内溝から外れることを防止するための固定具を備えるも
のである。
　上記構成の耐震ユニットにおいては、円形の筋交いが案内溝から外れることを防止して
安定して耐震性能を発揮する作用を有する。
【００１０】
　さらに、請求項３に記載の発明である耐震建築工法においては、建物を構成する面を構
築する際に、水平方向に設置される一対の横材と垂直方向に設置される一対の縦材にそれ
ぞれ予め円形の筋交いを収容可能に案内溝を形成しておき、この案内溝の横材又は縦材の
表面からの深さは、円形の筋交いの円弧部を完全に収容してもなお余裕がある深さとして
、横材と縦材を組み立てる際に案内溝に円形の筋交いの一部を案内溝に組み入れることを
特徴とするものである。
　上記構成の耐震建築工法においては、建物と構成する壁面や床面、天井面などにおいて
、横材と縦材に予め形成された案内溝に円形の筋交いの一部を収容することによって耐震
構造を構築するという作用を有する。その際には、固定具を用いることなく作業をするこ
とができるため、建築作業員の技量的あるいは時間的負担が少なく、建築物に対して均一
な品質を提供するという作用を備えている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の耐震ユニットや耐震建築工法においては、耐震ユニットでは簡単な構造で、耐



(4) JP 4252427 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

震建築工法においては簡単な工法で、荷重方向に無関係で均一な耐震能力を発揮すること
ができる。また、建築作業時には、時間や手間をかけることなく作業が可能であり、熟練
工でなくとも現場において設置が可能である。さらに簡単な構造であるため耐震ユニット
の価格は安価に製作することが可能であり、また耐震建築工法の工費も抑制することがで
きる。
　固定具を備えた場合には、円形の筋交いが外れることを防止して耐震ユニットの健全性
を高め、長期間に亘って安定した耐震性能を発揮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に本発明の実施の形態に係る耐震ユニットについて図１乃至図３を参照しながら説
明する。
　図１（ａ）は本発明の実施の形態に係る耐震ユニットの外形図であり、図１（ｂ）は図
１（ａ）におけるＡ－Ａ線矢視断面図である。図１（ａ）において、耐震ユニット１は、
水平に設けられた上下２本の梁材３と垂直に設けられた左右２本の柱材４で形成される矩
形の空間において、円形筋交い２を嵌めたものとして構成される。
　この円形筋交い２の上下左右の円弧部２ａ，２ｂは、矩形に形成された梁材３と柱材４
の内側に形成された水平溝部５と垂直溝部６に嵌入されている。
　図１（ｂ）において示されるように円形筋交い２の円弧部２ａは、梁材３に形成された
水平溝部５にほぼ隙間なく嵌入されており遊びがない状態となっている。また、円弧部２
ａの内側も水平溝部５内に完全に収容されている。
【００１３】
　このように構成された耐震ユニット１においては、円形筋交い２は接合部がなく一体に
形成されており、しかも円形でいずれの方向からの荷重に対しても均一な耐震能力を発揮
することができるため、高い耐震性を発揮することができる。さらに、円形筋交い２は水
平溝部５と垂直溝部６に嵌入されるところ、固定具が不要で剛に固定されるというよりも
周方向に多少の回転を許すため自由度を備えながら十分な強度を発揮することができる。
よって、例えば特許文献３に開示された発明においては、過度な荷重がかかった場合に、
円形筋交い２の健全性が維持されても固定具が破損して耐震性を発揮できないという可能
性があるものの、本実施の形態に係る耐震ユニットにおいては、円形筋交い２の健全性さ
え担保されれば、十分な耐震性を安定して発揮することができる。
　図１（ａ），（ｂ）に示される耐震ユニット１を壁材や襖、障子などの建築構成部材に
組み込むことによって優れた耐震性能を安定して発揮することができる。
【００１４】
　本実施の形態においては、一対の梁材３と柱材４がそれぞれ分離している材料として図
面にも記載されているが、一対の梁材３と柱材４は、それぞれ上下左右に形成される横材
と縦材を意味するものであり、これらがそれぞれ分離しておらず、四角形の部材に円形筋
交い２を嵌入したものや上と左にカギ状に形成された部材と下と右にカギ状に形成された
部材を組合わせて矩形を形成して円形筋交い２を嵌入するものも含む概念である。また、
梁材３と柱材４によって形成される矩形の空間は真四角である必要もなく、長方形であっ
てもよい。
【００１５】
　さらに、図１（ａ）においては、円形筋交い２は真円に近い形状で示されているが楕円
でもよく、梁材３と柱材４によって形成される矩形空間によってその形状は真円から楕円
へと適宜変化させてよい。すなわち、円形とは真円と楕円を含む概念である。なお、円形
筋交い２の材質については強度を備えるものであれば特に限定しないが、安価に量産可能
な材料であることを考慮すると鋼製の円形筋交いが望ましいと考えられる。但し、腐食な
ども考慮する必要がありコストや強度なども含めて総合的に判断されることが望ましい。
　円形筋交い２を嵌入する水平溝部５と垂直溝部６の深さは、図１（ｂ）に示すとおり、
円形筋交い２の円弧部２ａ，２ｂを完全に収容してもなお余裕がある深さであることが耐
震性能上好適であるが、必要な耐震性能によってその深浅は調整するとよく、その深さは
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特に限定するものではない。
【００１６】
　図２は、本実施の形態に係る耐震ユニットが建築物の壁材の一部に構成された状態を示
す概念図である。図１に示される要素と同一部分には同一符号を付し、その構成の説明は
省略する。
　図２において、基礎部７上に構成された一対の梁材３と一対の柱材４によって形成され
る矩形空間に円形筋交い２が嵌め込まれて壁材を構成している。個々の円形筋交い２の大
きさは特に限定するものではなく、要求される耐震性能や壁材の広さなどによって設計す
るとよい。また、大きさの異なる円形筋交い２を組合わせることによって、壁の形状や広
さに対して柔軟に対応することができる。複数の、特に多数の円形筋交い２を組合わせる
場合には、本実施の形態にかかる耐震ユニット１を用いることで固定具が不要となりスペ
ースの節約も可能であると同時に、工事も簡単で早急に実施することが可能である。
【００１７】
　図３に本実施の形態に係る耐震ユニットを設置した住宅の概念図を示す。図１に示され
る要素と同一部分には同一符号を付し、その構成の説明は省略する。
　図３において、屋根９や窓１０を備える住宅８は基礎部７の上に構成された壁面に複数
の耐震ユニット１を構成させている。窓１０の下方の壁面においては、窓１０の左右に構
成された耐震ユニット１よりも小さい耐震ユニット１を備えている。その際には、耐震ユ
ニット１の円形筋交い２の直径を小さくすることで十分な壁倍率を担保することが可能で
ある。図３においては、壁面に上下２つの耐震ユニット１を構成させているが、２つに限
定するものではなく、これより多くともよい。壁面は、予め工場などにおいて耐震ユニッ
ト１を複数組合わせてパネルとして製作しておくと、現地で組み立てる必要がなく、工期
の短縮も可能であり、加えて品質の均一化や向上の面でも好ましい。
【００１８】
　次に、本実施の形態に係る耐震建築工法について図１乃至図３を参照しながら説明する
。既に、図１乃至図３を使用しながら本実施の形態に係る耐震建築工法と関連する耐震ユ
ニットについて説明しているので方法発明として捉えた場合の説明を重点的に追加する。
　本実施の形態に係る耐震建築工法は、例えば図１や図２に示されるように、建築物の壁
面を構築する際に、水平方向に設置される一対の梁材３と鉛直方向に設置される一対の柱
材４に予めそれぞれ水平溝部５及び垂直溝部６を形成しておき、梁材３と柱材４を組み立
てる際に、水平溝部５及び垂直溝部６に円形筋交い２の一部を組み入れるものである。
　最終的に壁面は図３に示されるように構成される。図３において円形筋交い２が示され
ているが、もちろん外面からはその存在は見えるものではなく、構成上の概念として示す
ものである。円形はいずれの方向から荷重を受けても均一に反力を発生させるものである
ため、地震時の水平方向荷重や鉛直荷重、さらにはそれらの合力などあらゆる方向からの
荷重に対して均一に耐力を発揮することができる。
　このような工法を実施することによって、十分な耐震性を発揮する壁面を短時間に容易
に施工することが可能である。工期の更なる短縮のために先に説明した耐震ユニットを壁
面に組み込むようにしてもよい。
　なお、この耐震建築工法は、現地で実施する必要はなく、壁パネルの生産工場などにお
いて壁パネルを製造する際に実施されてもよい。
　また、立設される壁面に限らず、建築物を構成する床面や天井面など平面状の面であれ
ばよい。
【００１９】
　さらに、図４を参照しながら円形筋交い２を固定する部材を備えた場合について説明を
加える。図４（ａ）は、本実施の形態に係る耐震ユニットであって固定板を付加した場合
の外形図であり、図４（ｂ）は、図４（ａ）におけるＢ－Ｂ線矢視断面図である。
　図４（ａ），（ｂ）において、円形筋交い２は図１に示される耐震ユニットと同様に水
平溝部５に収容されているが、その溝部を横断するように固定板１１が設けられ、ボルト
１２で梁材３に締結されている。
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　このような固定板１１によれば、地震時など大きな振動が円形筋交い２に加わっても水
平溝部５から外れることがないため、安定した耐震性能を発揮させることが可能である。
　また、この固定板１１は直接的には円形筋交い２に接触することなく設けられ、円形筋
交い２が多少の回転や水平溝部５内のずれを許容する自由度は確保されるため、固定板１
１を設置することによる過度な応力がかかることもない。
　固定板１１の材料としては特に限定しないが、大きな振動によってかかる荷重に耐える
ことが重要となるため鋼製のものが望ましいと考えられる。また、固定具としてはボルト
１２のみならず、釘などを用いてもよい。さらに、内部構造として見えない箇所に設ける
場合には、図４（ａ），（ｂ）に示されるような構造でよいと考えられるが、人目に触れ
る外壁に用いるなど耐震構造のためだけでなく装飾的な用途としても使用する場合には、
水平溝部５を横断するように設けるのではなく、図４に示す固定板１１よりも厚めに構成
して水平溝部５内側に円形筋交い２を跨ぐように設けてもよい。その際には、固定板１１
を接着剤を用いて固定するか、あるいは梁材３側面から水平溝部５を横断するような釘を
用いて固定板１１を貫通させるようにして固定してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２０】
　本発明に係る耐震ユニットや耐震建築工法は、家屋やビルなどの建物の新築の場合のみ
ならず、増改築においても実施が可能である。また、伝統的な木造軸組工法のみならず、
２×４工法や鉄骨系プレハブ工法においても簡単に採用することができる。特に２×４工
法では壁面パネルに耐震ユニットを組み込むようにすることで量産も可能であり、現地に
おける組立も容易であるため工期の短縮、コスト削減に大きな効果を奏することが期待で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】（ａ）は本発明の実施の形態に係る耐震ユニットの外形図であり、（ｂ）は（ａ
）におけるＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図２】本実施の形態に係る耐震ユニットが建築物の壁材の一部に構成された状態を示す
概念図である。
【図３】本実施の形態に係る耐震ユニットを設置した住宅の概念図を示す。
【図４】（ａ）は、本実施の形態に係る耐震ユニットであって固定板を付加した場合の外
形図であり、（ｂ）は、（ａ）におけるＢ－Ｂ線矢視断面図である。
【符号の説明】
【００２２】
　１…耐震ユニット　２…円形筋交い　２ａ，２ｂ…円弧部　３…梁材　４…柱材　５…
水平溝部　６…垂直溝部　７…基礎部　８…住宅　９…屋根　１０…窓　１１…固定板　
１２…ボルト
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